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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第28期
第１四半期
連結累計期間

第29期
第１四半期
連結累計期間

第28期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (千円) 307,418 165,021 1,676,640

経常損失 (千円) 65,187 61,265 122,010

四半期（当期）純損失 (千円) 67,369 62,714 132,987

四半期包括利益又は
包括利益

(千円) △67,435 △62,581 △133,126

純資産額 (千円) 376,004 247,260 309,841

総資産額 (千円) 1,113,215 778,506 1,010,049

１株当たり四半期
（当期）純損失金額

(円) 9,193.48 8,558.17 18,147.89

潜在株式調整後１株当
たり四半期（当期）純
利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 33.2 31.0 30.1

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失の

ため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

 

当第１四半期連結累計期間において当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

 

(1)業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、安倍政権の打ち出した経済・金融対策による円安・株高

を受けた景況感の好転を受け、一部には景気回復の兆しが見られたものの一方では円安による輸入原材料価格

の上昇や電力料金の値上げをはじめとするエネルギー価格の上昇等、いまだ経済環境としては厳しい状況が続

いております。

このような状況の中、当社グループは引き続きエネルギー関連事業を推進しております。当社としては、当社

顧客である事業会社のエネルギーに関する意識は高まっているものの、先行き不透明な経済状況により設備投

資は改善されない中、積極的に営業を推進して参りました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は165百万円（前年同期比142百万円減、46.3%減）、営

業損失73百万円（前年同期　営業損失62百万円）、経常損失61百万円（前年同期　経常損失65百万円）、四半期

純損失62百万円（前年同期　四半期純損失67百万円）となりました。

 

セグメントの業績については、次のとおりであります。

（省エネルギー関連事業）

省エネルギー関連事業におきましては、上述の状況の中、事業を推進しており、売上高163百万円（前年同期

比144百万円減、46.9%減）、セグメント損失（営業損失）は56百万円（前年同期　セグメント損失　46百万円）

となりました。

（再生可能エネルギー事業）

再生可能エネルギー事業におきましては、当第１四半期連結累計期間において売上高１百万円（前年同期売

上高は発生しておりません）、セグメント損失（営業損失）は21百万円（前年同期　セグメント損失　19百万

円）となりました。

 

(2)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より231百万円減少し、778百万円となりました。こ

れは主に受取手形及び売掛金の回収による減少336百万円、現金及び預金の増加83百万円等によるものであり

ます。
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当第１四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末より168百万円減少し、531百万円となりました。これ

は主に買掛金の減少153百万円等によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末より62百万円減少し、247百万円となりました。こ

れは四半期純損失62百万円を計上したことによるものであります。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

 

(4)研究開発活動

当第１四半期連結累計期間において特記すべき事項はありません。

 

（5）経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く経営環境は長引く不景気の影響はあるものの、企業の省エネルギー需要及び国策と

して推進されております再生可能エネルギー設備への積極投資を背景に市場環境が変化しており、前連結会計

期間末時点の想定通り推移しております。

当第1四半期連結累計期間においては、当社の想定と大きな乖離がないことから、経営戦略の現状と見通しに

関しましても、現状のところ重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,600

計 24,600

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,328 7,328
東京証券取引所
マザーズ市場

単元株制度を採用し
ておりません。

計 7,328 7,328 ― ―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。

 

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年４月１日～
平成25年６月30日

― 7,328 ― 616,020― 423,200

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社省電舎(E05452)

四半期報告書

 6/19



 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　7,328 7,328 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 7,328 ― ―

総株主の議決権 ― 7,328 ―

(注)　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

 

② 【自己株式等】

  平成25年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

 
 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年４月1日から平

成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月1日から平成25年６月30日まで)に係る四半期連

結財務諸表について、アーク監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 45,330 129,091

受取手形及び売掛金 565,264 ※2
 228,517

原材料 215,750 215,102

未成事業支出金 9,352 29,122

その他 50,497 50,979

貸倒引当金 △9,460 △4,010

流動資産合計 876,735 648,804

固定資産

有形固定資産 42,558 41,642

無形固定資産 1,596 165

投資その他の資産

投資有価証券 51,452 51,658

破産更生債権等 99,542 99,659

その他 40,865 39,365

貸倒引当金 △102,702 △102,789

投資その他の資産合計 89,158 87,894

固定資産合計 133,313 129,702

資産合計 1,010,049 778,506

負債の部

流動負債

買掛金 191,398 37,790

短期借入金 262,500 255,000

未払金 142,845 104,551

未払法人税等 2,631 827

メンテナンス費用引当金 10,107 10,408

その他 42,302 85,156

流動負債合計 651,784 493,734

固定負債

長期未払金 4,161 －

その他 44,261 37,511

固定負債合計 48,423 37,511

負債合計 700,207 531,246

純資産の部

株主資本

資本金 616,020 616,020

資本剰余金 423,200 423,200

利益剰余金 △735,484 △798,198

株主資本合計 303,735 241,021

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 124 257

その他の包括利益累計額合計 124 257

新株予約権 5,981 5,981

純資産合計 309,841 247,260

負債純資産合計 1,010,049 778,506
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

売上高 307,418 165,021

売上原価 268,446 131,543

売上総利益 38,971 33,478

販売費及び一般管理費 101,904 107,397

営業損失（△） △62,932 △73,918

営業外収益

受取利息 299 106

受取手数料 617 90

受取リース料 831 －

為替差益 － 7,918

貸倒引当金戻入額 － 5,362

その他 523 2,112

営業外収益合計 2,272 15,590

営業外費用

支払利息 1,630 1,322

為替差損 2,248 －

支払リース料 － 1,614

その他 647 －

営業外費用合計 4,527 2,936

経常損失（△） △65,187 △61,265

特別損失

ゴルフ会員権評価損 1,900 －

固定資産除却損 － 1,166

特別損失合計 1,900 1,166

税金等調整前四半期純損失（△） △67,087 △62,431

法人税、住民税及び事業税 282 282

法人税等合計 282 282

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,369 △62,714

四半期純損失（△） △67,369 △62,714
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,369 △62,714

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △65 132

その他の包括利益合計 △65 132

四半期包括利益 △67,435 △62,581

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △67,435 △62,581

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１．受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 

 前連結会計年度

（平成25年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成25年６月30日）

受取手形割引高 52,360千円 35,000千円

受取手形裏書譲渡高 11,600千円 　　―千円

 

２．四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 前連結会計年度

（平成25年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成25年６月30日）

受取手形 　 ―千円 1,627千円

割引手形 3,500千円 ―千円

裏書手形 8,100千円 ―千円

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 前第1四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日

至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成25年４月１日

至　平成25年６月30日）

減価償却費 2,192千円 2,181千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月1日  至  平成24年６月30日)

１．配当金支払額

 
該当事項はありません。

 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

 

該当事項はありません。

 

 

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月1日  至  平成25年６月30日)

１．配当金支払額

 
該当事項はありません。

 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

 

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 

 

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結損

益計算書計上

額

（注）２

省エネルギー

関連事業

再生可能

エネルギー

事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 307,418 ― 307,418 ― 307,418

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 5,000 5,000 △5,000 ―

計 307,418 5,000 312,418△5,000 307,418

セ グ メ ン ト 損 失

（△）
△46,947△19,639△66,587 3,654 △62,932

(注)１．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント損失（△）は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

 

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日)

 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 

 

報告セグメント

調整額

（注）１

四半期連結損

益計算書計上

額

（注）２

省エネルギー

関連事業

再生可能

エネルギー

事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 163,251 1,770 165,021 ― 165,021

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 163,251 1,770 165,021 ― 165,021

セ グ メ ン ト 損 失

（△）
△56,118△21,033△77,151 3,232 △73,918

(注)１．セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント損失（△）は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

 従来、「省エネルギー関連事業」に含まれていた太陽光発電関連売上について、当第1四半期会計期間から「再
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生可能エネルギー事業」に含めて計上するよう変更しております。

なお、前第1四半期累計期間においては、太陽光発電売上の発生がなかったことから、前第1四半期累計期間のセ

グメント情報に与える影響はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

(1) １株当たり四半期純損失金額 9,193円48銭 8,558円17銭

    (算定上の基礎)   

    四半期純損失金額(千円) 67,369 62,714

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 67,369 62,714

    普通株式の期中平均株式数(株) 7,328 7,328

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった
潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

― ―

(注)　潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりま

せん。

 

 

 

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

 

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成25年８月13日

株式会社省電舎

取締役会  御中

 

アーク監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　  松　島　　康　治　  印

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士    藤　本　　幸　宏    印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社省
電舎の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成25年４月1日か
ら平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)に係る四半
期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ
いて四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期
連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対
する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社省電舎及び連結子会社の平成25年６月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項
がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 
 
(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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